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行 政 報 告（令和４年第８回臨時会） 

 令和４年第８回厚真町議会臨時会にあたり次の点についてご報告申し上げま

す。 

 （８月１５日から１６日にかけての低気圧通過に伴う大雨に関する対応状況

と被害の状況について） 

 ８月１５日から１６日にかけての低気圧通過に伴う大雨に関する対応状況と

被害の状況について、ご報告いたします。 

 ８月１５日夜から１６日午前中にかけて、低気圧の通過に伴い道南を中心に

大雨となり、気象台が厚真町朝日に設置した観測所で、降り始めからの雨量が９

２．５ミリを記録し、厚真町が設置する観測所においても、幌内マナビィハウス

で９９．０ミリ、胆振東部消防組合厚真支署で９２．０ミリ、同上厚真分遣所で

８６．０ミリを記録、また、幌内マナビィハウスの観測所では、１６日７時００

分までの１時間雨量が３２．５ミリを記録したところです。 

 気象庁は、１６日６時８分に厚真町に対し大雨警報を発令しております。 

 本町の対応状況については、１１時３２分に厚真町災害対策本部を設置、１２

時２５分にチケッペ川流域において危険性の高い本郷地域の住民１０世帯１１

人に対し避難指示を発令し、本郷マナビィハウスを避難所として開設しており

ます。 

 また、高丘地区において一部土砂崩れが確認されたこと、ハビウ川の水位上昇

などから高丘地区全域の９世帯１９人に対し避難指示を発令し、避難所として

厚北地域防災コミュニティセンターならやまを開設したところです。 

 各避難所における避難状況は、本郷マナビィハウスは０人、厚北地域防災コミ

ュニティセンターならやまは７世帯１２人の方が避難されております。 

 その後、雨の降り方も収まり、２１時５分に厚真町の洪水警報が解除されたこ

とから、２１時２０分に本郷地域に発令していた避難指示を解除し、避難者が０

人だった本郷マナビィハウスについては避難所を閉鎖しております。 

 なお、高丘地区については、夜間のため、地域の安全確認作業ができないこと
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から避難指示を継続し、１７日６時から高丘地区の安全確認作業を実施し、安全

が確認されたことを受けて６時４５分に避難指示を解除し、全員が退所したこ

とを確認のうえ、７時００分に厚北地域防災コミュニティセンターならやまの

避難所を閉鎖したところです。 

 今回の大雨による人的被害はありませんでした。また、建物被害については、

一部公営住宅の敷地内において、地下水位が上昇し、住宅基礎部分に浸透する事

案が発生しました。一部報道で床下浸水１戸と報道をされましたが、町内におい

ては、床下浸水を含め被害を受けた住宅はありませんでした。 

次に、道路河川の被害についてですが、町道では高丘本線が土砂崩れにより一

部区間で通行止めとなり、また、臨港１号線など２箇所で冠水による通行止めが

発生しました。このほか路肩の損壊や砂利道の洗堀など９箇所で被害がありま

した。 

 河川では、ハビウ川や豊沢川など河岸欠壊が９箇所、土砂埋塞１箇所の被害が

ありました。 

次に厚幌ダムの状況についてですが、１６日１３時ころに平常時最高貯水位

となり常用洪水吐から放流が始まり最大で４３．９７㎥／sとなりました。 

 ダム管理者である胆振総合振興局室蘭建設管理部では同日８時頃から厚幌ダ

ム管理所に常駐し状況の確認を行っておりました。降雨が収まり今後の状況を

想定し下流域への被害想定がされなかったため地域住民への周知には至りませ

んでした。 

 常用洪水吐からの放流は厚幌ダムの洪水調節機能であり、今後ものべ降水量

が多くなった際は同様の状況となることから、ダム管理者と協議を行った結果、

常用洪水吐からの放流により急激な水位の上昇が想定された場合は、すみやか

に町並びに地域住民へ事前周知することを徹底してまいります。 

次に、農業被害についてですが、生育中の作物の被害に加え、用水路の一部損

壊が発生しました。 

８月１５日から１６日にかけて、町とＪＡにより全町被害調査を行い、作物被

害で、冠水・浸水および土砂流入があり大豆・小豆・てん菜・馬鈴薯・南瓜など
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１３件で２６ｈａ、用排水路の埋塞・法面崩落など１０箇所を確認したところで

す。 

被害額については現在精査中でありますが、農作物被害で５，７３０千円、用

排水路で５，０５０千円、被害総額で１０，７８０千円程度と見込んでおります。 

 最後に、林業被害についてですが、林道において３路線３箇所で被害が発生し

ております。 

 その内、幌内高丘線林道及び幌内宇隆線林道の２路線では、路盤の流失や山腹

崩壊により車両の通行が出来ない状況となっております。 

 トコンマの沢林道においても、河川の増水により路肩の一部決壊が発生して

おりますが、車両の通行は可能な状況となっております。 

 町といたしましては、迅速な施設の復旧と今後の対策のため、本臨時会におけ

る補正予算に関係予算を計上したところであります。 

以上、ご報告申し上げます。 

 


